
            社会福祉法人橿原市社会福祉協議会社会福祉法人橿原市社会福祉協議会社会福祉法人橿原市社会福祉協議会社会福祉法人橿原市社会福祉協議会評議員評議員評議員評議員のののの報酬等報酬等報酬等報酬等にににに関関関関するするするする規程規程規程規程 

制定制定制定制定    平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年１２１２１２１２月月月月２２２２２２２２日議第日議第日議第日議第７７７７号号号号 

    （（（（趣旨趣旨趣旨趣旨）））） 

第第第第１１１１条条条条    このこのこのこの規程規程規程規程はははは、、、、社会福祉法人橿原市社会福祉協議会社会福祉法人橿原市社会福祉協議会社会福祉法人橿原市社会福祉協議会社会福祉法人橿原市社会福祉協議会定款定款定款定款第第第第１０１０１０１０条条条条のののの規定規定規定規定によりによりによりにより、、、、評議評議評議評議

員員員員のののの報酬及報酬及報酬及報酬及びびびび費用弁償費用弁償費用弁償費用弁償にににに関関関関しししし、、、、必要必要必要必要なななな事項事項事項事項をををを定定定定めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。 

    （（（（報酬報酬報酬報酬）））） 

第第第第２２２２条条条条    評議員評議員評議員評議員のののの報酬報酬報酬報酬はははは、、、、これをこれをこれをこれを支給支給支給支給しないしないしないしない。。。。 

    （（（（費用弁償費用弁償費用弁償費用弁償）））） 

第第第第３３３３条条条条    評議員評議員評議員評議員がそのがそのがそのがその職務職務職務職務のためのためのためのため旅行旅行旅行旅行したときはしたときはしたときはしたときは、、、、社会福祉法人橿原市社会福祉協議会旅費社会福祉法人橿原市社会福祉協議会旅費社会福祉法人橿原市社会福祉協議会旅費社会福祉法人橿原市社会福祉協議会旅費

規程第規程第規程第規程第２２２２条第条第条第条第３３３３項項項項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより、、、、旅費旅費旅費旅費にににに相当相当相当相当するするするする額額額額をををを費用弁償費用弁償費用弁償費用弁償としてとしてとしてとして支給支給支給支給するするするする。。。。 

２２２２    評議員評議員評議員評議員ががががそのそのそのその職務職務職務職務をををを行行行行ううううためためためため評議員会評議員会評議員会評議員会にににに出席出席出席出席したしたしたした場合場合場合場合でででであってあってあってあってもももも、、、、そのそのそのその費用費用費用費用はははは支弁支弁支弁支弁しなしなしなしな

いいいいものとするものとするものとするものとする。。。。 

    （（（（公表公表公表公表）））） 

第第第第４４４４条条条条    会長会長会長会長はははは、、、、社会福祉法社会福祉法社会福祉法社会福祉法（（（（昭和昭和昭和昭和２６２６２６２６年法律第年法律第年法律第年法律第４５４５４５４５号号号号））））第第第第５９５９５９５９条条条条の２の２の２の２第第第第１１１１項第項第項第項第２２２２号号号号のののの規定規定規定規定

によりによりによりにより、、、、評議員評議員評議員評議員にににに対対対対するするするする報酬等報酬等報酬等報酬等のののの支給支給支給支給のののの基準基準基準基準としてとしてとしてとして、、、、このこのこのこの規程規程規程規程をををを公表公表公表公表するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。 

    （（（（改廃改廃改廃改廃）））） 

第第第第５５５５条条条条    このこのこのこの規程規程規程規程のののの改廃改廃改廃改廃はははは、、、、評議員会評議員会評議員会評議員会のののの決議決議決議決議をををを経経経経なければならないなければならないなければならないなければならない。。。。 

    （（（（そのそのそのその他他他他）））） 

第第第第６６６６条条条条    このこのこのこの規程規程規程規程にににに定定定定めるもののほかめるもののほかめるもののほかめるもののほか、、、、必要必要必要必要なななな事項事項事項事項はははは、、、、会長会長会長会長がががが別別別別にににに定定定定めるめるめるめる。。。。 

            附附附附    則則則則（（（（平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年１２１２１２１２月月月月２２２２２２２２日議第日議第日議第日議第７７７７号号号号）））） 

    このこのこのこの規程規程規程規程はははは、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。 


